
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



    

町の沿革 

町名の由来 

 増毛町の語源は、アイヌ語のマシケイより転訛したもので、鰊が群
く

来
き

ると海一面に鴎

が群れ飛ぶ様子を表した「鴎の多いところ」の意味です。 
 

沿革 

 宝暦元（1751）年に村山伝兵衛が函館奉行所よりマシケ場所を請負い、交易が始っ

て和人が定着し始めました。 

 明治 33（1900）年 7 月、1 級町村制が施行され、その行政区域は増毛郡一円を増

毛町とし、一郡一町として誕生して現在に至ります。 
 

地勢 

 増毛町は、北海道西海岸の日本海に面し、留萌振興局管内の南端に位置し、東は留萌

市、南は北竜町、雨竜町、新十津川町、石狩市に接しています。 

 南北 24.4 ㎞、東西 30.2 ㎞、北西には 38 ㎞の海岸線を有し、やや方形をなし、面

積は 369.71k ㎡で、東京都のおよそ６分の１となっています。 

 南には、国定公園に指定されている暑寒別岳を主峰とする 

増毛山地が広がり、北西部は、日本海に面しています。 

 山地から流れ出る暑寒別川は短く急流であり、狭い堆積 

平野をつくり、海岸線から市街地を形成しています。 

 

気候 

 日本海に面する増毛町は、北海道西海岸特有の海洋性気候 

で、冬期間は風雪を伴う季節風が強いものの、夏期は温暖な 

気候に恵まれ、水稲・果樹を主体とする農作物の栽培が営まれています。 
 

町の花 サクラ（オオヤマザクラ） 

 バラ科サクラ属ヤマザクラの一種。花弁が広く淡紅色の花はヤマザクラより濃く美し

く、新緑の山あいの中では、登山に訪れた人々の目を楽しませます。 

 自然に恵まれた私たちの町を象徴する花です。 
 

町の木 ナナカマド 

 バラ科ナナカマド属の落葉小高木。春には、爽やかな香りを放ち、秋には真っ赤な実

を結びます。材質は堅く燃えにくいため、カマドに７度入れても灰にならないことから、

この名がついています。 

 北国に生きる私たちの粘り強さを表すにふさわしい木です。 
 

町の鳥 カモメ（ウミネコ） 

 チドリ目カモメ亜科の海鳥。他のカモメが冬鳥として飛来するのに対して、ウミネコ

だけは日本で繁殖します。白を基調とし青灰色と黒のコントラストが海の青さにマッチ

し、美しい海岸になくてはならないこの鳥は、海を愛する増毛町民が大切にしている鳥

です。 
 

町の色 ビビッドブルー（vivid blue 鮮やかで冴えた青） 

 活力にあふれて生き生きとした青は、増毛町を象徴するのにふさわしい色です。 



は  じ  め  に  

 

 町 民 の 皆 様 に は 、 日 頃 か ら 町 政 全 般 に わ た り 、 ご 理 解 と ご 協 力 を

賜 っ て お り ま す こ と に 厚 く お 礼 を 申 し 上 げ ま す 。  

 令 和 元 年 度 後 半 か ら 続 く コ ロ ナ 禍 の 影 響 に よ り 、 ２ ヶ 年 を 越 え て

様 々 な 催 し 、 事 業 を 中 止 、 延 期 せ ざ る を え な い 状 況 の 中 、 開 催 す る

こ と が で き た 事 業 に お い て も 、 感 染 予 防 に 最 大 限 の 注 意 を 払 っ て の

実 施 と な っ て お り ま す 。  こ の 場 を お 借 り し 、 日 々 、 様 々 な 対 応 に

ご 尽 力 さ れ て お り ま す 皆 様 に 対 し ま し て 敬 意 を 表 す る と と も に 、 深

く 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

 本 年 度 に お き ま し て も 、 ま ち づ く り の 基 本 理 念 で あ り ま す 「 だ れ

も が 住 み た い ・ 住 み 続 け た い  ふ る さ と 増 毛 を め ざ し て 」 を テ ー マ

に 策 定 し て お り ま す 増 毛 町 ま ち づ く り プ ラ ン と 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス 感 染 症 対 策 を 両 立 さ せ 、 町 民 の 皆 様 と 一 緒 に 前 に 進 み 、 町 の 元 気

を 取 り 戻 し た い と 考 え て お り ま す 。  

 年 末 に は 明 和 園 が 完 成 し 、 こ れ ま で 社 会 の 支 え 手 と し て ご 尽 力 頂

き ま し た 皆 様 に 、 快 適 に 過 ご せ る 場 を 提 供 す る こ と が で き る こ と と

な り ま す 。  ま た 、 有 償 運 送 事 業 の 開 始 に よ り 、 買 い 物 、 通 院 と い

っ た 日 常 の 足 を 確 保 す る な ど 、 過 疎 化 、 高 齢 化 に あ っ て も 、 知 恵 を

出 し 、 汗 を か き 、 限 り あ る 予 算 を 有 効 に 活 用 し 、 皆 様 の 生 活 を 守 っ

て 参 り ま す 。  

 本 年 度 も 増 毛 町 の 予 算 に つ き ま し て 、 そ の 内 容 を 分 か り 易 く 説 明

す る た め 、 本 予 算 説 明 概 要 書 を 発 刊 す る こ と と い た し ま し た 。  

 な る べ く 見 や す く 、 そ し て 町 政 の 内 容  

を 少 し で も ご 理 解 い た だ け る よ う に 作 成  

致 し ま し た が 、 改 善 す べ き 点 が 多 く あ る  

と 思 い ま す の で 、 お 気 付 き の 点 や 分 か り  

づ ら い 点 な ど ご ざ い ま し た ら 、 お 気 軽 に  

ご 意 見 を 頂 け れ ば 幸 い に 存 じ ま す 。  

            令 和 ４ 年 ５ 月  
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第１章 自然の恵みを活かすまちづくり 

第１節 農林業 

《農業》 

 豊富で清らかな水と寒暖差を活かした良質な農産物や果物について、安定した生産量の

確保や、付加価値と知名度の向上に向けて関係機関との連携をより強化していきます。 

農業基盤整備事業 11億円  

（担当：農林水産課 農業基盤整備室農業基盤整備係）  

 （令和3年度予算 16億700万円） 

  農業基盤整備事業により農業生産コストの抑制と優良な圃場を造成します。 

・信砂地区 ・朱文別地区 ：本工事 

 

 ＜財源内訳＞    

 国・道負担額 9億9,737万円   

 受益者負担額 2,750万円   

 増毛町負担額 7,513万円   

 （うち借金［起債］ 6,500万円） （工事完了後）  

 

 

 

 

   

 （着工前） （表土戻し作業）  

 

通年施工促進費交付金 2,287万円  

（担当：農林水産課 農業基盤整備室農業基盤整備係） 
 

 （令和3年度予算 3,115万円） 

  田畑整備事業を円滑に進めるため、工事条件が良好な夏期施工を実施する農地

を対象に、休耕等による所得損失分を実施面積に応じて交付します。 

 

 ＜財源内訳＞    

 北海道負担額 1,258万円   

 受益者負担額 1,029万円   

 

農業用施設管理事業[信砂6区第1頭首工改修工事] 1,400万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和4年度新規事業）  

  農業用水の安定利用のため、破損の危険性がある施設を改修します。  

 ＜財源内訳＞    

 国・道負担額 966万円   

 受益者負担額 252万円   

 増毛町負担額 182万円   
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多面的機能支払交付金 1,006万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 1,006万円）  

  地域資源の保全管理活動に支援交付します。  

 ＜財源内訳＞    

 国・道負担額 755万円   

 増毛町負担額 251万円   

 

環境保全型農業直接支払交付金 71万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 62万円）  

  環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行います。  

 ＜財源内訳＞    

 国・道負担額 53万円   

 増毛町負担額 18万円   

 

中山間地域等直接支払交付金 2,310万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 2,365万円）  

  山あいで耕作条件の悪い田畑を守るため、 

農業者で形成する集落に交付金を交付します。 

 

 ＜財源内訳＞   

 国・道負担額 1,733万円   

 増毛町負担額 577万円   

 

農業振興事業（町補助金） 529万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 536万円）  

  るもい農業協同組合増毛支所が農家に対して行う各種農業振興事業に対し、補

助を行います。 

 

  ・営農振興事業 29万円 ・野菜振興事業 2万円  

  ・水稲振興事業 83万円 ・果樹振興事業 415万円  

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 529万円 （うち借金［起債］ 500万円）  

 

農業共済掛金助成事業（町補助金） 119万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和4年度新規事業）  

  町内で農業を営む農業者に対し、農業共済の掛金を一定の率で補助します。  

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 119万円   

 

産業活性化支援事業 100万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 100万円）  

 町内で起業する事業者及び新商品開発、販路開拓等を行う事業者に交付します。  
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農業次世代人材投資事業 675万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 675万円）  

  青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後

（5年以内）の所得を確保する給付金を給付します。 

 

 ＜財源内訳＞   

 北海道負担額 675万円  

 

増毛町フルーツの里活性化プロジェクト事業 93万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 93万円）  

  フルーツの里 増毛町をＰＲするために、 

イベントやキャンペーンなどを開催します。 

 

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 93万円   

     

 

《林業》 

 森林は木材の生産だけではなく、国土や環境の保全、水源の涵養など、多様で公益的な

機能を有しているため、計画的な森づくりを進めていきます。 

有害鳥獣駆除事業 332万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 248万円）  

  近年、急激に増加している有害鳥獣（カラスや鹿など）による農作物等の被害

を防止します。 

 

 ＜財源内訳＞    

 北海道負担額 26万円   

 増毛町負担額 306万円   

 

公有林整備事業 833万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 838万円）  

 森林の様々な機能を発揮できるよう下刈り、植栽、除間伐などを行います。  

 ＜財源内訳＞    

 北海道負担額 566万円   

 増毛町負担額 267万円   

 

民有林造林育成事業 224万円  

（担当：農林水産課農林係） （令和3年度予算 193万円）  

  森林所有者が行う民有林の造林や育成等に対し、町からも補助を行います。  

 ＜財源内訳＞    

 北海道負担額 88万円   

 増毛町負担額 136万円   
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第２節 水産業 

 魚介類の種苗生産や放流事業による「つくり育てる漁業」及び漁場造成事業や漁業生産

施設整備を関係団体と連携を図り推進していきます。 

水産業振興事業（町補助金） 891万円  

（担当：農林水産課水産係） （令和3年度予算 711万円）  

  増毛漁業協同組合が実施する水産資源増大対策事業、漁業権管理事業、漁業施

設維持補修事業、鮭選別台整備事業などに対し補助を行います。 

 

  ・ウニ資源増大対策事業 103万円   

  ・ウニ、アワビ初期減耗対策増養殖事業 15万円   

  ・漁業権管理事業 77万円   

  ・漁業施設維持補修事業 127万円   

  ・養魚二次飼育関連事業 46万円   

  ・アワビ放流事業 59万円   

  ・ナマコ放流事業 170万円   

  ・ナマコ資源増大対策事業 11４万円   

  ・鮭定置漁選別台整備事業 180万円   

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 891万円   

 （うち借金［起債］ 800万円）   

 

 

  

 

漁業近代化資金利子補給金 38万円  

（担当：農林水産課水産係） （令和3年度予算 49万円）  

  漁業施設の整備拡充を図り、漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者に対

して、漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し利子補給を行い、漁業者の負

担軽減を図ります。 

 

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 38万円   

 

 

 

 

 

水産業振興事業 （アワビ放流事業） 水産業振興事業 （ウニ資源増大対策事業） 
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漁業資格取得費補助事業 25万円  

（担当：農林水産課水産係） （令和3年度予算 25万円）  

  町内で漁業を自ら営むために必要とする資格の取得費用の一部に対し、補助金

を交付します。 

 

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 25万円   

 

藻場再生事業 301万円  

（担当：農林水産課水産係） （令和3年度予算 530万円）  

  漁業資源の増殖環境の改善を目的に鉄鋼スラグを活用した藻場の再生を図り

ます。今年度から日本製鉄（株）と共同研究として藻場づくりを進めます。 

 

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 301万円   

 

  

  

 

水産基盤整備事業・ウニ増殖施設整備事業 （事業主体：北海道） 700万円  

（担当：農林水産課水産係） （令和3年度予算 1億9,000万円）  

  北海道が事業主体となり、キタムラサキウニの資源増大を図る事業の一部を町

が負担します。今年度から3年間で別苅・旧小樽間内地区の囲い礁の嵩上を行い

ます。令和4年度は測量設計を行います。 

 

 ＜財源内訳＞    

 国・道負担額 630万円   

 増毛町負担額 70万円   

 （うち借金［起債］ 70万円） 

 

 

  

 

藻場再生事業 （海藻繁茂イメージ） 

雄冬岬漁場（令和３年施工） 
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産業活性化支援事業 100万円  

（担当：農林水産課水産係） （令和3年度予算 100万円）  

  町内で起業する事業者及び新商品開発や販路開拓を行う事業者に交付します。  

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 100万円   

 

漁村センター改修事業 1,993万円  

（担当：農林水産課水産係） （令和4年度新規事業）  

  築40年を経過し老朽化により建物の改修工事を行います。  

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 1,993万円   

 

   

 

 

漁村センター外観 
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第３節 商工業 

 商工業は、人口減少や消費者ニーズの多様化などに大きな影響を受けており、また、経

営者の高齢化や後継者不在による廃業も増加し、経営は非常に厳しい状況にあるため、商

工会活動の支援などにより経営基盤の強化を図っていきます。 

商工会経営改善普及事業（町補助金） 1,111万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和3年度予算 1,114万円）  

  商工業の振興を促進し、地域経済の基盤安定を図るため、その指導的役割を担

う商工会に対し、経営改善普及事業、地域振興事業、商工会管理運営に要する費

用の一部を助成します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 北海道負担額 1万円   

増毛町負担額 1,110万円  

 

中小企業特別融資制度及び水産物加工業特別融資制度 2,000万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和3年度予算 2,000万円）  

  町が預託金として2,000万円を出資し、その5倍の1億円を金融機関融資枠で

一企業1,500万円を限度に融資し、企業の安定経営を支援します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 2,000万円   

 

水産加工振興事業（町補助金） 115万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和3年度予算 115万円）  

  水産加工業の振興を促進し、地域経済の基盤安定を図るため、水産加工組合に

対して運営費を助成します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 115万円   

 

産業活性化支援事業  100万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和3年度予算 200万円）  

  地域経済の活性化と雇用の確保を図り、町内で起業する事業者や新商品開発、

販路開拓を行う事業者に対して財政支援をします。 

 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 100万円   

 

特別融資制度保証料補給事業 14万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和3年度予算 14万円）  

  中小企業特別融資制度及び水産物加工業特別融資制度を利用した企業が、融資

実行の際に保証協会に払い込む保証料の5割を補給します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 14万円   
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第4節 雇用 

 本町は、小規模事業者が大半を占めるとともに、産業の集積がないために就労の場の確

保が難しい状況にありますが、冬期雇用対策事業等によって、就業機会を設けていきます。 

冬期雇用対策事業 826万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和3年度予算 793万円）  

  冬期雇用対策として、河川の氷割りや公共施設などの除排雪業務を委託し、労

働者の冬期間の就労と生活の安定を図ります。 

 

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 826万円 （うち借金［起債］ 820万円）  

 

 

第5節 観光 

 観光につきましては果樹や魚介類など、旬の味覚と、ふるさと歴史通りを中心とした歴

史ある街並みを活かしたイベントを積極的に進めていきます。 

観光協会補助事業 1,300万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和３年度予算 925万円）  

  観光を通して増毛町の活性化を図るため、町観光協会が実施する各種観光イベ

ント事業（春の味まつり、観光港まつりなど）や観光案内所の運営、町内外での

観光PRなどに対する補助を行います。 今年度は札幌の大通りビッセで観光PR

事業を実施します。 

 

 ＜財源内訳＞   （補助内訳）   

 国負担額 365万円  〇観光イベント事業 590万円  

 増毛町負担額 935万円  〇観光案内所運営事業 139万円  

 （うち頑張れ増毛応援基金 40万円）  〇観光ＰＲ事業 495万円  

   〇旧増毛小公開イベント事業 40万円  

   〇その他 36万円  

 

    

 

 

増毛ミクニ塾運営補助事業 60万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和３年度予算 60万円）  

  増毛ミクニ塾の運営を補助します。  

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 60万円   
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留萌南部3市町連携地域広域連携事業 30万円  

（担当：商工観光課商工観光係） （令和３年度予算 30万円）  

  留萌南部３市町（留萌市・増毛町・小平町）が互いに連携して、特色ある観光

ＰＲ等を実施し、地域の活性化を図るため、その事業主体である留萌南部地域広

域観光連携協議会に対し、事業費の一部を負担します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 30万円   

 

リバーサイドパーク運営事業 2,124万円  

（担当：商工観光課観光事業係） （令和３年度予算 2,371万円）  

  リバーサイドパーク内にあるセンターハウスやバーベキュー施設、ニューオー

トキャンプ場などの施設管理・運営を行います。 

 

 ＜財源内訳＞    

 施設使用者負担額 208万円   

 増毛町負担額 1,916万円   

 （うち頑張れ増毛応援基金 1,900万円）   

 

  

 

 

岩尾温泉運営事業 2,030万円  

（担当：商工観光課観光事業係） （令和３年度予算 1,841万円）  

  岩尾温泉「あったま～る」の施設管理・運営を行います。  

 ＜財源内訳＞    

 施設使用者負担額 712万円   

 増毛町負担額 1,318万円   

 

 

 

 

 

 

暑寒別岳スキー場運営事業 2,964万円  

（担当：商工観光課観光事業係） （令和３年度予算 2,780万円）  

  暑寒別岳スキー場のリフトやロッジなどの施設管理・運営を行います。  

 ＜財源内訳＞    

 施設使用者負担額 1,390万円   

 増毛町負担額 1,574万円   
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第２章 元気で長生きできるまちづくり 

第１節 病気の予防・健康づくり 

町民の健康保持のため、各種健診事業及び予防接種、 健康相談・健康教室を実施します。

特に、生活習慣病の予防のため、特定健診の結果を基にした特定保健指導を充実します。 

また、健康寿命延伸事業の展開により、メタボリックシンドローム、ロコモティブシン

ドロームを予防し、健康寿命を延伸します。 

健康増進事業   

（担当：福祉厚生課保健指導係）   

 
 生活習慣病等を予防し、健やかに自分らしく生活できるよう、健康づくりを支

援します。 
 

 

・健康相談 

 健康一番館等で2ヶ月に1回実施します。 

 健診結果説明会を実施し、健診結果をわかり 

やすい資料などで体の状態を説明したり、生活 

改善の支援を行います。 

・各種健康教室 
 各団体や地区からの依頼で出前健康教室を実施 
します。 

・家庭訪問 

健診結果等から、生活習慣病の方を重点対象に 

保健師や栄養士が訪問を行います。特定保健指導 

対象者、二次健診対象者、重症化予防対象者、慢 

性腎臓病（CKD）予防対象者、糖尿病性腎症重 

症化予防対象者（約200人）、特定健診未受診者 

 

   

 

保健推進員活動 46万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係） （令和3年度予算 47万円）  

 

 自治会から推薦があった方に保健推進員を依頼します。 

 保健推進員は、健康な町づくりの推進役として町民と行政のパイプ役となり、

各種保健事業の推進を図っていただきます。健診申込書の配布や減塩プロジェク

トの開催に協力して頂いております。 
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特定健診・特定保健指導 959万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係、町民課保険年金係）  

（令和３年度予算 914万円）  

 

 40歳以上75歳未満の方を対象に、特定健診を行います。 

 健診の結果、要医療、コントロール不良、メタボリックシンドローム、予備群

と判定された方に対し、特定保健指導を行い、生活習慣病を予防することで町民

の健康を守り、医療費の増加を抑制します。 

 保健センターと町内3地区で行う集団健診や、増毛町立市街診療所、留萌市内

各医療機関及び旭川がん検診センター、旭川厚生病院で健診を受けられます。 

 

 ＜財源内訳＞  

 国・道負担額 947万円   

 増毛町負担額 12万円   

 

特定健診/保健指導実施状況  
 

項 目 元年度 2年度 3年度（※１） 

特定 

健診 

対象者数(人) 709 688 684 

受診者数(人) 439 395 358 

受診率(％) 61.9 57.4 52.3 

特定 

保健 

指導 

対象者数(人) 42 42 29 

終了者数(人) 29 31 － 

終了率(％) 69.0 73.8 － 
 

 

 (※1) 令和4年1月末現在   

 

がん検診等各種健診事業 1,286万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係） （令和3年度予算 1,169万円）  

 

 胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん検診、肺がん結核検診又はCT肺がん検

診、前立腺がん、甲状腺検診、肝炎ウイルス検診、エキノコックス検診、ヘリコ

バクター・ピロリ菌検査、HPV検査、40代の超音波検査併用検診（乳がん検診）

を導入します。 大腸がん・乳がん検診は40歳、子宮がん検診は20歳の方が無

料検診の対象者となります。 

 

  ＜財源内訳＞  

 受診者徴収金 300万円   

 増毛町負担額 986万円   

 

令和2年度 各種検診等受診状況 

区分 
胃がん 

50-74才 

大腸がん 

40-74才 

乳がん 

40-74才 

子宮がん 

20-74才 

肺がん 

40-74才 

CT肺 

がん 
前立腺 甲状腺 

対象者数（人） 1,558 1,998 1,037 1,255 1,998 - - - 

受診者数（人） 239 414 371 284 294 48 51 35 

R2受診率（％） 16.9 20.7 32.8 30.1 18.6 - - - 

(国保受診率％) 23.4 33.1 28.6 25.0 32.1 - - - 

＊がん検診受診率は胃がん乳がん子宮がんは2年に1回の検診として受診率を算定しています。

コロナ禍で4月の健診が延期になり受診率が低下しています。 
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健康寿命延伸事業 1,230万円  

（担当：町民課保険年金係） （令和3年度予算 1,631万円）  

 

 軽スポーツの取り組みを普及、牽引し、運動指導する人材を育成し、町民が主

体的に運動に取り組むことによって健康寿命 

を延伸します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 1,230万円   

 （うち借金［起債］ 1,220万円）   

 
 

   

 

高血圧ゼロのまち＆減塩プロジェクト事業 28万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係） （令和3年度予算 67万円）  

 

 増毛町民の健康課題である高血圧対策として、血圧測定・受診勧奨・減塩・運

動・禁煙などを通じて「高血圧ゼロのまち」を目指した取組です。 

 日本高血圧学会「高血圧ゼロのまち」モデルタウン認定第1号であり、血圧測

定の環境づくりとして、血圧手帳の普及啓発、 

家庭血圧計購入補助事業などを実施しています。 

令和2～4年度は日本高血圧学会の厚生労働省 

実証事業に参加し、尿ナトカリ検査や保健指導、 

減塩等の食環境整備を推進します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 28万円   

     

 

ましけ健康ポイント事業 21万円  

（担当：福祉厚生課介護保険係） （令和3年度予算 21万円）  

 

 町民の心身の健康維持、増進、社会参加を促し、 

スポーツと日常的な運動をとおして健康寿命の延 

伸、介護予防の取り組みを図ります。 

 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 21万円   

 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施   

（担当：福祉厚生課保健指導係・地域包括支援センター）   

 

 疾病予防・重症化予防や介護予防を切れ目なく推進します。健診結果の説明や

訪問対象を80歳まで拡大し、健康管理支援を行うのと合わせ、フレイル(虚弱)

予防の健康教室・健康相談を実施します。地域包括支援センターと連携し、医療

や介護が必要な方への個別支援も実施します。 
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新型コロナウイルスワクチン接種事業 910万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係） （令和3年度予算 1,880千円）  

 

 町民を対象にした新型コロナウイルスワクチン接種を実施し、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大を防止し、町民の生命及び健康を守ります。ワクチン配送

状況に合わせて、文化センターにおいて集団接種で実施します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 国負担金 910万円   

 

 

   

 

新型コロナウイルス感染症PCR検査事業 662万円  

（担当：福祉厚生課介護保険係） （令和3年度予算 375万円）  

 
 介護・医療施設等の職員へのＰＣＲ検査を定期的に実施し、介護・医療利用者

の安全確保に努めます。 
 

 ＜財源内訳＞  

 国負担額 603万円   

 増毛町負担額 59万円   

 

インフルエンザ、高齢者肺炎球菌予防接種事業 554万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係） （令和3年度予算 644万円）  

 

 町民を対象にしたインフルエンザや高齢者肺炎球菌の予防接種を実施し、イン

フルエンザや肺炎の発症を予防します。文化センターでの集団接種のほか、高齢

者が医療機関で行う予防接種に助成します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 個人負担額 339万円   

 増毛町負担額 215万円   

 

風しんの追加的対策事業 57万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係） （令和3年度予算 58万円）  

 

 妊婦の風しん感染が原因となる新生児の先天性風しん症候群（聴覚障害等）の

予防を目的として、40～50代（S37年4月2日生～S54年4月1日生）の男性

への予防接種を行う国の施策です。無料で風しん抗体検査を実施し、陰性者に予

防接種を実施します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 国・道負担額 20万円   

 増毛町負担額 37万円   
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第2節 医療 

 全ての町民が健康で快適な生活をおくるため、市街診療所は「医療」「保健」「介護」「福

祉」に関する地域包括ケアの一端を担いながら、地域医療の確保という重要な役割を果た

しております。本町の医療センタ－としての機能（一般健診、予防接種、個別特定健診、

訪問診療等の実施）を保持し、安全で良質な医療サ－ビスの提供と地域に根ざした医療の

充実を図ります。 

 また、雄冬へき地出張診療所には2週間に一度の出張診療を行い、市街診療所と連携を

図りながら医療提供の充実を図ります。 

 

 

 

町立市街診療所事業 2億8,370万円  

  （令和３年度予算 2億8,160万円）  

 ＜財源内訳＞   

 診療報酬 7,716万円   

 患者一部負担金 1,245万円   

 その他診療収入等 1,514万円   

 国負担額 43万円   

 増毛町負担額 1億7,852万円 （うち頑張れ増毛応援基金2,560万円）  

 （うち借金［起債］ 1,790万円）   
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第３節 結婚・出産・子育て支援 

 子ども・子育て支援制度の施行により、本町でも、子ども・子育て支援事業計画を作成

し、子育て支援を進めるほか、未来を築き、将来、社会を発展させる原動力となる子ども

達を社会全体で守り、育てるために、児童福祉の充実を図っていきます。 

 また、ひとり親家庭を、社会全体で支援していくための環境を積極的に整備します。 

結婚祝金事業 252万円  

（担当：総務課庶務係） （令和3年度予算 252万円）  

 

増毛町に婚姻届を提出し結婚された方や、町内で結婚祝賀会を開催された方に

結婚祝金を増毛町商工会商品券で支給します。 

また、引っ越し等の新生活にかかる費用を補助します。 

・結婚祝金     1組5万円   ・結婚祝賀会祝金  1組7万円 

・結婚新生活補助金 1組20万円上限 

 

 ＜財源内訳＞    

 国負担額 100万円   

 増毛町負担額 152万円 （うち頑張れ増毛応援基金 150万円）  

 

多子世帯子育て支援事業 55万円  

（担当：教育委員会総務学校課学校教育係） （令和3年度予算 60万円）  

 
 3人目の子どもが小・中・高校に入進学する場合に増毛町商工会商品券を進呈

します。 
 

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 55万円 （うち頑張れ増毛応援基金 50万円）  

 

予防接種事業（乳幼児・児童生徒他） 1,047万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係） （令和3年度予算 602万円）  

 

 乳幼児・児童生徒に各種予防接種を実施し、病気の感染を防止します。 

 また、町外で接種する際の助成も行います。（BCG、二種混合・四種混合ワク

チン、麻疹・風疹、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、日本脳炎、B型肝炎、ロタウイ

ルス、子宮頸がん） 
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母子保健施策 497万円  

（担当：福祉厚生課保健指導係・子育て世代包括支援センター） 
 

 （令和3年度予算 569万円） 

 
 安心して妊娠、出産、子育てができるよう、各種健診や訪問、相談、教室など

を行い、すこやかな子どもの成長を支援します。 
 

 

・不妊治療費助成金 

  令和4年度から保険適応になる不妊治療の自己負担分を助成します。 

 （高額療養費支給額を除く。上限あり） 

・母子健康手帳の交付 

・妊婦一般健康診査等 

  令和2年度から、超音波検査の助成を6回から14回に増加し、妊婦の経済的

負担を軽減します。一人あたりの補助額は、14回分で128,670円です。 

  道外での里帰り出産時の健康診査や産後健診の助成をします。 

 また、出生後の新生児聴覚検査を全額助成します。 

・出産準備金の支給 

  母子健康手帳交付後に5万円、出産後に5万円の支給を行います。 

・妊婦訪問、新生児・産婦訪問 

・乳児股関節脱臼検査（満3ヶ月児） 

・ベビーマッサージ教室（乳児対象） 

・乳児（4～5ヶ月児、9～10ヶ月児）・1歳6ヶ月児・3歳児健診 

 年6回、保健センターで実施します。 

・フッ素塗布 

 就学前の乳幼児が対象。年3回町内歯科医院で塗布でき、費用は無料です。 

・巡回児童相談 

 旭川児童相談所による、養育・発達障害などの巡回相談を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 ＜財源内訳＞    

 国・道負担額 4万円   

 増毛町負担額 493万円 （うち頑張れ増毛応援基金 150万円）  

 

 

 

 

～増毛町子育て世代包括支援センター～ 

 平成31年より専任保健師を配置し、妊娠期から子育て期にわたり切れ目

のない支援を提供することを目的に健康一番館内に開設しました。 

 妊娠期の相談体制や乳幼児健診等の母子保健サービスと、子育て支援や

虐待予防などの機能を一体的に提供します。 
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乳幼児等医療費助成事業 156万円  

（担当：町民課保険年金係） （令和3年度予算 208万円）  

 

乳幼児等の医療費を助成します。 

就学前：入院、通院、歯科、調剤 の保険対象医療費 

 小学生：入院 の保険対象医療費 

 ※町民税課税世帯の3歳以上の方は1割負担となります。 

 ※所得制限があります。 

 

 ＜財源内訳＞  

 北海道負担額 77万円   

 その他 1万円   

 増毛町負担額 78万円 （うち借金［起債］ 60万円）  

 

子ども医療費助成事業 300万円  

（担当：町民課保険年金係） （令和3年度予算 300万円）  

 
高校生までの医療費について、乳幼児等医療費助成事業に該当にならない医療

費を増毛町商工会共通商品券で還元しています。 
 

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 300万円 （うち頑張れ増毛応援基金 300万円）  

 

ひとり親家庭等医療費給付事業 70万円  

（担当：町民課保険年金係） （令和3年度予算 98万円）  

 

 20歳未満（18歳以上は学生のみ）の子を扶養している、ひとり親家庭の親、

子の医療費を助成します。（親は入院のみ） 

 ※町民税課税世帯の3歳以上の方は1割負担となります。 

 ※所得制限があります。 

 

 ＜財源内訳＞  

 北海道負担額 35万円   

 増毛町負担額 35万円 （うち借金［起債］ 20万円）  

 

未熟児養育事業 28万円  

（担当：町民課保険年金係） （令和3年度予算 23万円）  

 
 高額な医療費の支払いとなる未熟児の養育に対して、保護者の負担を軽減する

ために費用を助成します。 
 

 ＜財源内訳＞  

 国・道負担額 10万円   

 その他 2万円   

 増毛町負担額 16万円   
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児童手当支給 4,083万円  

（担当：福祉厚生課民生係） （令和3年度予算 4,280万円）  

 中学校3年生までの児童を養育している方に手当を支給します。  

 ＜財源内訳＞  

 国・道負担額 3,448万円   

 増毛町負担額 635万円   

 

児童扶養手当支給（事業主体：北海道）   

（担当：福祉厚生課民生係）  

 

父母の離別等により、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立

を助け、児童福祉の増進を図るために道が手当を支給する制度について、町が手

続きの窓口となっています。 

 

 

母子福祉資金貸付事業（事業主体：北海道）   

（担当：福祉厚生課民生係）  

 
道が母子家庭又は寡婦の経済的自立を図ることを目的として貸し付けている

各資金について、町が手続きの窓口となっています。 
 

 

特別児童扶養手当支給（事業主体：北海道）   

（担当：福祉厚生課民生係）  

 

身体や精神に障がいのある満20歳未満の子を扶養している方へ、児童福祉の

増進を図るために道が手当を支給する制度について、町が手続きの窓口となって

います。 
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第４節 高齢者福祉 

 本町では、ひとり暮らしの高齢者や寝たきり、認知症などの要介護者が増加しており、

これら援助を必要とするお年寄りへの福祉の充実を積極的に進めています。 

地域包括支援センター運営事業 3,293万円  

（担当：地域包括支援センター） （令和3年度予算 3,328万円）  

 

 高齢者の生活や介護などについての総合的な相談窓口として、専任の保健師、

ケアマネジャーを配置し、地域包括支援センターを運営します。 

 また、次の事業を行います。 

 

 

・介護予防・生活支援サービス事業（生きがいデイサービス事業等） 

・一般介護予防事業 

・介護用品（紙オムツ等）支援事業 

・配食サービス 

 

 ＜財源内訳＞  

 国・道負担額 1,092万円   

 その他 458万円   

 保険料 572万円   

 利用者負担 140万円   

 増毛町負担額 1,031万円   

 

介護予防支援事業 440万円  

（担当：地域包括支援センター） （令和3年度予算 441万円）  

 

 地域包括支援センターの保健師等が要支援の認定を受けた方に対して、要介護

状態になることを予防する事を目的とした介護予防支援サービス計画を作成し、

サービス事業者との連絡調整等を実施します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 介護報酬 184万円   

 増毛町負担額 256万円   

 

ショートステイ運営事業 426万円  

（担当：明和園） （令和3年度予算 410万円）  

 

介護又は支援を必要とするお年寄りのいる家族の方の身体的・精神的な負担の

軽減を図るため、また、急に家を留守にする場合や旅行に出かける場合など、お

年寄りも家族の方も安心して過ごせるようサービスを提供します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 介護報酬・利用者負担金 11万円   

 増毛町負担額 415万円   
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介護従事者確保対策事業 68万円  

（担当：明和園） （令和3年度予算 68万円）  

 

将来、町内に所在する介護保険施設等の職員として介護業務に従事しようとす

る方に対し、その修学に必要な資金の貸付を行うなど、介護従事者の養成及び確

保を図り、介護体制の充実を図ります。 

・介護従事者養成修学資金貸付金  60万円 

・介護従事者就業支援補助金     8万円 

 

 

養護老人ホーム運営事業 1億3,374万円  

（担当：明和園） （令和3年度予算 1億3,336万円）  

 

 養護老人ホーム明和園では、老年期を「快適に、心豊かに」暮らす場として、

住環境の改善を図るとともに、生活の質の向上を目指しています。 

 利用者とのコミュニケーションを図りながら信頼関係の確立や利用者が安心

して生活できる場の確保に努め、愛情溢れる対応により快適な生活を楽しめるよ

うに努めます。 

 また、介護が必要になったお年寄りの方には、個々のケアプランに沿って介護

員により身体介護のサービスを提供します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 介護報酬・利用者負担金 1億72万円   

 増毛町負担額 3,302万円   

     

 

特別養護老人ホーム運営事業 1億7,326万円  

（担当：明和園） （令和3年度予算 1億7,599万円）  

 

 介護を必要とするお年寄りの方で、団体生活を希望される方や在宅での生活に

不安を感じる方など、入所を希望された方を対象に特別養護老人ホームを運営し

ています。「寝たきりゼロ」を目指し、リハビリ的要素を取り入れた余暇活動や

自立した生活の援助・健康管理など、快適な生活を送っていただくためのサービ

スを提供します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 介護報酬・利用者負担金 1億4,011万円   

 増毛町負担額 3,315万円   
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明和園改築事業 18億5,209万円  

（担当：明和園） （令和3年度予算 7億8,760万円）  

 

 明和園の改築について、今年度は建物の建設と旧施設の解体を行います。 

 

（建設工事費）   
・養護老人ホーム分 8億4,471万円  

・特別養護老人ホーム分 7億4,149万円  

（旧施設解体工事費）   

・養護老人ホーム分 1億4,601万円  

・特別養護老人ホーム分  7,966万円  

（工事監理業務） 4,022万円  

 ＜財源内訳＞  

 北海道補助金 2億8,530万円   

 増毛町負担額 15億6,679万円 （うち借金［起債］11億9,930万円）  

 

老人福祉寮やすらぎ荘運営事業 632万円  

（担当：福祉厚生課介護保険係） （令和3年度予算 638万円）  

 

生活環境や家庭の事情などにより、家族と日常生活を営むことが困難な60歳

以上の単身者のために、生活の安定と健康保持を図り、老人福祉の向上を目的と

して「やすらぎ荘」を運営します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 利用者負担金 265万円   

 増毛町負担額 367万円 （うち頑張れ増毛応援基金 300万円）  

 

福祉バス運行事業 526万円  

（担当：福祉厚生課民生係） （令和3年度予算 480万円）  

 
公共交通機関のない地区（信砂地区及び舎熊地区の一部）の定期病院通院患者

の移送サービス及び生きがいデイサービスの送迎などを行います。 
 

 ＜財源内訳＞    

 増毛町負担額 526万円   

 

老人保護事業 6,340万円  

（担当：福祉厚生課民生係） （令和3年度予算 6,571万円）  

 
 町が福祉の措置として、老人福祉施設入所の措置をとった場合に、町が支弁義

務者として、入所した施設に対して費用を支払います。 
 

 ＜財源内訳＞   

 入所者負担金 1,509万円   

 増毛町負担額 4,831万円   
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敬老会の開催 252万円  

（担当：福祉厚生課民生係） （令和3年度予算 260万円）  

  町内各地区で開催される敬老会経費を負担します。  

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 252万円   

     

 

高齢者福祉サービスの実施 115万円  

（担当：福祉厚生課介護保険係） （令和3年度予算 115万円）  

 

 住み慣れた自分の家で高齢者ができるだけ永く住み続けることができるため

のサービスの提供、また、介護予防・地域支え合いの独自事業を行います。 

・除雪サービス（有償ボランティアによる玄関前、屋根及び家のまわりの除雪） 

・砕石ペット「まくべい」の配布 

 

 ＜財源内訳＞  

 利用者負担金 7万円   

 増毛町負担額 108万円   
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第５節 地域福祉 

 少子・高齢化や深刻な過疎化の進行に伴い、核家族化や家庭における介護能力低下など

が顕著になっておりますので、安心して暮らせる福祉社会実現のための諸施策を講じてい

きます。 

社会福祉協議会補助事業（町補助金） 845万円  

（担当：福祉厚生課民生係） （令和3年度予算 1,138万円）  

 

 幅広い福祉活動を支援するとともに、各種福祉事業を推進している社会福祉協

議会へ活動運営費の一部を補助しています。また、町内の各種社会福祉団体に社

会福祉協議会をとおして補助金を交付しており、ボランティア団体の育成を行い

ます。 

 

 ・社会福祉協議会の組織強化と連携機能の充実  

 
 幅広い福祉活動を支援するとともに、各種福祉事業を推進している社会福祉協

議会へ活動運営費の一部を補助します。 
 

 ・ボランティア団体の活動とその組織強化や連携機能の充実  

 
各学校のボランティア団体及びボランティアセンターに対して補助金を交付

します。 
 

 ・ふれあい広場の実施  

  ふれあい広場の実施に対して補助金を交付します。  

 ・母子会への助成等  

  母子会への活動運営費の一部として補助金を交付します。  

 ・身体障がい者福祉の推進  

  身体障害者協会等への運営費の一部として補助金や交通費を交付します。  

 ・遺族会への助成  

  遺族会への活動運営費の一部として補助金を交付します。  

 ＜財源内訳＞  

 増毛町負担額 845万円   
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民生委員児童委員活動の充実 203万円  

（担当：福祉厚生課民生係） （令和3年度予算 203万円）  

 
 民生委員児童委員の活動を充実するために報酬、費用弁償、委託料、補助金及

び研修旅費など各種経費と、民生委員推薦会に係る経費を支出します。 
 

 ＜財源内訳＞  

 北海道負担額 164万円   

 増毛町負担額 39万円   

 

老人クラブ連合会補助事業（町補助金） 57万円  

（担当：福祉厚生課民生係） （令和3年度予算 57万円）  

  老人クラブ連合会及び単位老人クラブへの活動運営費等の一部を交付します。  

 ＜財源内訳＞  

 北海道負担金 34万円   

 増毛町負担額 23万円   

     

 

生活保護法に係る援護   

（担当：福祉厚生課民生係）  

 
生活保護法に係る援護体制による相談、申請手続きや受給者への保護費の支給

などを行います。 
 

 

生活福祉資金貸付事業   

（担当：福祉厚生課民生係）  

 
北海道社会福祉協議会で貸し付けをしている生活福祉資金について、増毛町社

会福祉協議会が手続きの窓口となって貸し付けを行います。 
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第６節 障がい者福祉 

 障がいのある人が地域で安心して生活していくために、相談支援や制度及びサービスの

内容の周知など、地域生活を支援する体制づくりを進めていきます。 

障がい福祉事業 1億8,855万円  

（担当：福祉厚生課民生係） （令和3年度予算 1億7,469万円）  

 

 障害者総合支援法の施行（18歳未満は児童福祉法の改正）により、障がいの

種別によらない共通のサービスを提供し、サービス費用を皆で支え合い（原則1

割負担。但し、住民税非課税の場合は無料）、働きたい人を応援し、身近な地域

でサービスが利用できます。 

 町は利用者からの申請により障害支援区分認定を行いサービスの種類や量を

決定し、利用者は自分が選んだサービス提供事業者と契約を結びサービスを受け

ることになります。 

＜サービスの内容＞ 介護給付、訓練等給付、相談支援、障がい支援医療、 

補装具、療養介護医療、障がい児通所給付など 

 

 ＜財源内訳＞  

 国・道負担額 1億3,959万円   

 増毛町負担額 4,896万円   

 

重度心身障がい者医療給付事業 854万円  

（担当：町民課保険年金係） （令和3年度予算 1,116万円）  

 

 身体障害者手帳1級、2級、3級（3級は内部障害のみ）の方、精神保健福祉手

帳1級の方、療育手帳Ａ判定の方、重複障がいの方（肢体不自由、盲、ろうあ等

の障がいを持つ重度の知的障がいと診断された方）の医療費を助成します。 

 ※町民税課税世帯の3歳以上の方は1割負担となります。 

 ※所得制限があります。 

 ※精神保健福祉手帳1級の方は通院のみの助成となります。 

 

 ＜財源内訳＞  

 道負担額 356万円   

 その他 141万円   

 増毛町負担額 357万円 （うち借金［起債］ 330万円）  

 

特別障がい者手当及び障がい児福祉手当支給（事業主体：北海道）   

（担当：福祉厚生課民生係）  

 

 在宅の特別障がい者や特別障がい児に対し、著しい重度の障がいによって生ず

る特別な負担の軽減や、福祉の増進を図るために道が手当を支給する制度につい

て、町が手続きの窓口となっています。 
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第７節 社会保障（保険制度） 

 北海道と町が担う社会保障制度の国民健康保険や介護保険は、少子・高齢化の進行によ

り、厳しい事業運営となっていますので、町では疾病予防に注力し、持続可能な運営の確

立に努めています。 

 また、町が窓口となる、年金・生活保護等についても分かりやすい説明に努め、社会福

祉の向上を図ります。 

国民健康保険事業 4億8,040万円  

（担当：町民課保険年金係） （令和3年度予算 5億1,140万円）  

 

 国民健康保険は、病気やケガなどのときに安心して治療できるよう、医療費を

加入者と道、町が負担する社会保障制度です。 

 町では国民健康保険特別会計の円滑な運営を図るために、4,362万円を一般会

計で負担しています。 

事業の内訳は次のとおりです。 

 

 ＜財源内訳＞  

 北海道負担額 3億4,518万円   

 保険税 8,811万円   

 増毛町負担額 4,362万円   

 その他 349万円   

 ・保険給付費 3億2,965万円   

  

診療報酬や高額療養費、葬祭費、出産育児費などの費用を給付します。 

自己負担額（窓口負担）が高額になった場合には、限度額を超えた金額が高

額医療費として後日支給されます。 

なお、「限度額適用認定証」（交付申請が必要）を医療機関の窓口で提示す

ることにより、自己負担限度額以内の支払いで済みます。 

※限度額は世帯ごとに異なりますので、入院などをされる際には保険年金係ま

でお問い合わせください。 
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国民健康保険事業   

（担当：町民課保険年金係）   

 ・保健事業費 1,381万円（「特定健診・特定保健指導」事業費含む）  

  

 平成2年度（速報値）の増毛町の国保加入者のひとりあたりの年間医療費

は41.7万円となり、これは、北海道平均の40.2万円より1.5万円高い医療費

となっています。 

増毛町では特定健診を窓口に重症化の予防に重点をおき、医療費の抑制と健

康寿命の延伸を目標に、2次健診や適切な医療受診の勧奨を進めていきます。 

 

  ※1 国保連H.P.より 
  ※2 ＫＤＢ（国保データベースシステム）より（国勢調査数値） 
  ※3 速報値 

項目 30年度 元年度 2年度 

 ひとりあたり※1
 

  年間医療費 

 

39万9千円 
 

43万3千円
 

 

41万7千円
※3 

 

平均寿命（男）※2 80.3.歳 

 

平均寿命（女）※2 86.9歳 

 

後期高齢者医療事業 1億1,921万円  

（担当：町民課保険年金係） （令和３年度予算 1億834万円）  

 

 後期高齢者医療制度は、75歳以上（一定の障がいのある方は６５歳以上）の

方に適切な医療を確保し、健康増進を図ります。 

町では、この事業に対し医療費と健診業務、インフルエンザ予防接種に係る経

費を支出します。 

 

 ＜財源内訳＞ ※参考 令和４年度特別会計予算  

 その他 400万円 8,960万円   

 増毛町負担額 1億1,521万円     ＜財源内訳＞  

    保険料等 5,395万円  

    道負担額 2,095万円  

    町の負担額 1,470万円  
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介護保険事業 6億4,644万円  

（担当：福祉厚生課介護保険係） （令和３年度予算 6億4,592万円）  

 

 介護保険制度は、国、道、市町村と40歳以上の被保険者が決められた基準に

従って費用を負担し、要介護の認定を受けた被保険者が介護を必要とする度合い

に応じ、介護サービスを受けられる制度です。町ではこの事業に対し経費を支出

します。 

 

 ＜財源内訳＞  

 国・道負担額 2億6,639万円   

 保険料 1億1,165万円   

 その他 1億8,759万円   

 増毛町負担額 8,081万円   

 

国民年金業務（法定受託事務）   

（担当：町民課保険年金係）  

 

国民年金は、老後の生活を保障することを目的に創設された社会保障制度で

す。 

町では、国民年金の加入をはじめ、各種の申請手続きを受付しています。 

また、年金制度や無年金者の解消等について毎月の広報を通して周知していま

す。 
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